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新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画（令和４年６月７日閣議決定）・ 

新しい資本主義実行計画工程表 

 

 

＜関係部分抜粋＞ 

 

新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 

 

Ⅲ．新しい資本主義に向けた計画的な重点投資 

「新しい資本主義」の実現により、経済を立て直し、新たな成長軌道に乗せていくた

め、必要不可欠な財政出動や税制改正は中長期的観点から機動的に行う。この際、人へ

の投資、科学技術・イノベーションへの投資、スタートアップへの投資、ＧＸ及びＤＸ

への投資の４本柱に、投資を重点化する。 

 

１．人への投資と分配 

モノからコトへにも象徴されるように、ＤＸ、ＧＸといった大きな変革の波の中にあ

って創造性を発揮するためには、人の重要性が増しており、人への投資が不可欠となっ

ている。また、これまで、ともすれば安価な労働力供給に依存してコストカットで生産

性を高めてきた我が国も、労働力不足時代に入り、人への投資を通じた付加価値の向上

が極めて重要となっている。 

さらに、気候変動問題への対応や少子高齢化・格差の是正、エネルギーや食料を含め

た経済安全保障の確保といった社会的課題を解決するのは人であり、人への投資は最

も重要な投資である。 

このため、賃金等のフローはもとより、教育・資産形成等のストックの面からも人へ

の投資を徹底的に強化する。また、子供期・現役期・高齢期のライフサイクルに応じた

環境整備を強化する。 

 

（１）賃金引上げの推進 

先進国の労働分配率（雇用者報酬を国民総所得（GNI）で割った値）は、趨勢的に低

下傾向にある。 

さらに、先進国の家計消費と可処分所得の動向を見ると、可処分所得が伸びると、家

計消費が伸びる傾向にある。日本の家計消費が伸び悩む理由は、可処分所得の伸びが十

分ではないことが主な理由である1。 

我が国の大きな課題として、単位時間当たりの労働生産性の伸びは決して諸外国と

比べても悪くないにもかかわらず、賃金の伸びが低い2。賃金が伸びなければ、消費に

はつながらず、次なる成長も導き出せない。 

労働生産性を上昇させるとともに、それに見合った形で賃金を伸ばすために、官民で

連携して取り組んでいく。 

                                                      
1 基礎資料 P1：家計消費と可処分所得の伸び率の国際比較 
2 基礎資料 P2：１人当たり実質賃金の伸び率の国際比較 
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本年の春闘においては、ここ数年低下してきている賃金引上げの水準3が反転し、新

しい資本主義の時代にふさわしい、賃金引上げが実現しつつある。引き続き、官民が連

携して、賃金引上げの社会的雰囲気を醸成していくことが重要である。新しい資本主義

実現会議において、価格転嫁や多様な働き方の在り方について合意づくりを進めると

ともに、データ・エビデンスを基に、適正な賃金引上げの在り方について検討を行う。 

また、人への投資のためにも最低賃金の引上げは重要な政策決定事項である。物価が

上昇する中で、官民が協力して、引上げを図るとともに、その引上げ額については、公

労使三者構成の最低賃金審議会で、生計費、賃金、賃金支払能力を考慮し、しっかり議

論していただくことが必要である。 

 

①賃上げ税制等の一層の活用 

民間企業のより積極的な賃金引上げを支援するための環境整備として、賃上げ税制

について税額控除率を大胆に引き上げる（大企業：20％→30％、中小企業：25％→40％）

等、抜本的に拡充を図った。全国各地での説明会の実施や地方局、労働基準監督署等政

府機関における周知に加え、商工会議所・商工会等の中小企業団体による説明会の実施

等による周知を徹底することを通じて、本税制の一層の活用を促進する。 

また、税制の効果が出にくい、赤字の中小企業の賃金引上げを支援するため、ものづ

くり補助金や持続化補助金において、赤字でも賃金を引き上げた中小企業への補助率

を引き上げる特別枠を設けたほか、政府調達において、賃金引上げを行う企業に対し

て、加点を行う等、調達方法の見直しを図った。これらの取組とあわせて、賃金引上げ

をより一層推進していく。 

 

②重点業種を示した政府を挙げた中小下請取引適正化 

「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」（令和３年

12月）及び「取引適正化に向けた５つの取組」（令和４年２月）に基づき、中小企業等

が賃金引上げの原資を確保できるよう、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分

の適切な転嫁に向けた環境整備を進める。 

調査の結果、価格転嫁を困難にする主な阻害要因としては、値上げ要請を理由とする

取引先の変更や取引の打切りのリスク、売り先の価格競争の影響による転嫁の受け入

れ困難、発注者の立場が強く価格交渉が困難である等の点が見受けられた。 

こうした実態を踏まえ、サプライチェーンのつながりについて、ⅰ）生活関連商品の

製造・販売、ⅱ）部品・完成品のものづくり、ⅲ）サービスの提供の３つの類型に整理

し、22 業種 10 万社程度を対象に独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する調査を行

う。調査を踏まえ、立入調査を行う等、適正な取引環境の実現につなげる。 

独占禁止法上の優越的地位の濫用に関して、問題となる事例を追加した、サプライチ

ェーン全体における取引の適正化のためのガイドラインを策定する。 

大企業と中小企業の共存共栄を目指すパートナーシップ構築宣言の実効性を強化す

るため、宣言企業に対する調査を実施し、実行状況について、フォローアップを行う。 

本年度の下請代金支払遅延等防止法の重点立入業種として、道路貨物運送業、金属製

                                                      
3 基礎資料 P3：春闘結果の推移 
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品製造業、生産用機械器具製造業及び輸送用機械器具製造業を選定した。これらの業種

について、立入調査の件数を大幅に増加させる。 

また、重点立入業種以外であっても、法違反が多く認められる業種については、事業

所管省庁と連名で、事業者団体に対して、法遵守状況の自主点検を行うよう要請する。 

 

③介護・障害福祉職員、保育士等の処遇改善のための公的価格の更なる見直し 

介護・障害福祉職員、保育士等や、コロナ対応等を担っている看護師等の収入を３％

程度引き上げる措置を講じた。 

介護・障害福祉職員、保育士等の今後の具体的な処遇改善の方向性については、公的

価格評価検討委員会の中間整理を踏まえ、職種ごとに仕事の内容に比して適正な水準

まで収入が引き上がり、必要な人材が確保されるかといった観点から検討する。 

看護師の今後の処遇改善については、今回の措置の結果も踏まえつつ、全ての職場に

おける看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の在り方について検討する。 

これらの結果に基づき、引き続き、処遇改善に取り組む。 

 

３．スタートアップの起業加速及びオープンイノベーションの推進 

 

（２）付加価値創造とオープンイノベーション 

既存企業について、売上重視から、新たな付加価値を創造する視点への転換を図る。 

優良企業が成長率を維持することは簡単ではないが、最近の実証分析によると、旧来

技術を用いてきた既存企業でもスタートアップが持ち込む新技術を導入した場合、持

続的に存続可能であることが分かってきた 32。 

既存企業がスタートアップ等と連携するオープンイノベーションを後押しするため

に、経営不振の事業から撤退し、経営資源を成長性、収益性の見込める事業に投入して、

新陳代謝を進めていくことが重要である。 

 

①事業再構築のための私的整理法制の整備 

日本企業の債務残高は、コロナ禍前に比べ、70 兆円以上増加している 33。加えて、

債務の過剰感があると回答した企業のうち、債務が事業再構築の足かせになっている

と回答した企業の割合は、大企業で 32.3％、中小企業で 34.5％にのぼる 34。 

コロナ禍の収束が長引いた場合に事業再生を検討する可能性があると答えた企業に

対し、事業再生を検討する上で最も重視する点を聞いたところ、手続が現在の事業・取

引に影響を与えないこと（45.2％）、手続が簡潔で長期間を要しないこと（30.9％）、が

重視されている 35。 

欧州各国においては、我が国と異なり、倒産処理手続に加え、全ての貸し手の同意は

必要とせず、裁判所の認可の下で事業再構築等に向けて多数決により権利変更（金融債

                                                      
32 基礎資料 P34：旧来技術を用いる企業の持続的存続可能性 
33 基礎資料 P35：コロナ禍の企業債務への影響 
34 基礎資料 P36：債務による企業の事業再構築の取組への影響 
35 基礎資料 P37：企業が事業再生の際に重視する点 
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務の減額等）を行う制度も存在する 36。 

コロナ後に向けた我が国企業の事業再構築を容易にするため、新たな事業再構築の

ための法制度について検討し、早期に国会に提出する。 

また、特に中小企業については、中小企業活性化パッケージに基づき、全国３万以上

の認定支援機関による伴走支援を行うとともに、中小企業の事業再生等に関するガイ

ドラインに基づき、経営者の退任を原則としない形での事業再生を推進する。 

 

②既存企業のオープンイノベーションの推進のための税制等の在り方やルールの見直

し 

日本における事業会社によるスタートアップ企業に対する投資額は、欧米と比べて

極めて低い水準にある 37 スタートアップに対するＭ＆Ａの件数についても、日本は欧

米に比べて極めて少ない 38。 

スタートアップに投資し、さらに買収することが、スタートアップの出口戦略として

も、既存の大企業のオープンイノベーションの推進策としても重要である。このため、

オープンイノベーションを促進するため、税制等の在り方をこれまでの効果も勘案し

再検証する。 

また、投資家保護に配意しつつ、Ｍ＆Ａを目的とする公募増資の円滑化に向け、来年

の夏までに公募増資ルールの見直しを図る。すなわち、上場企業がＭ＆Ａを目的として

公募増資を行う場合、原則１年以内にＭ＆Ａを実行することや、実行されなかった場合

の代替使途を公表することが日本証券業協会の自主規制において求められている。こ

うした自主規制がＭ＆Ａを実行するための公募増資を制限しているとの指摘がある。 

 

③企業経営改革（マークアップ率向上、国際競争力向上） 

労働生産性は、売値マイナスコストを基礎とするため、コストが高い場合だけでな

く、売値が低くても、生産性は低くなる。製造コストの何倍の価格で販売できているか

を示すマークアップ率をみると、日本はＧ７諸国の中で最も低い。コストカットによ

り、いかに安く売るかではなく、新製品や新サービスを投入し、付加価値をつけて適正

な価格で売る、という価値観を国内に広める。 

日本企業のマークアップ率と国際競争力の向上に向けて、経営改革を加速するため、

新興国企業との連携を通じた新製品・新サービスの創出による現地の社会的課題解決

と日本への逆輸入（リバースイノベーション）を進める。 

 

④長期的視点で投資ができる企業環境の整備 

新しい資本主義への変革の中で、価格競争による過当競争で短期的な収益を得よう

とする企業行動から脱却する。このため、320兆円ある企業の現預金を活用して、重要

分野への集中的な投資や研究開発を進めることで長期的な企業価値の向上を達成でき

る日本企業を目指す。引き続き企業統治改革を進めるとともに、投資家とのコミュニケ

                                                      
36 基礎資料 P38：海外における私的整理・事業再生制度の概要 
37 基礎資料 P39：事業会社によるスタートアップへの投資額の国際比較 
38 基礎資料 P40：スタートアップに対する M&A件数の国際比較 
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ーションの円滑化を図るため、開示制度の充実を進める。 

 

⑤ディープテック系スタートアップとのオープンイノベーションの促進 

技術力はあるが実績がないスタートアップにとって、国による支援は実績作りのみ

ならず、大企業とのオープンイノベーションの促進にも有効である（ＮＥＤＯ等）。こ

のような取組をディープテック系スタートアップ等で進めていく。 

  



6 

 

新しい資本主義実行計画工程表 


